
資料２
（参考） 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法） 

（目的） 

第一条 この法律は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保すること

の重要性にかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施

設並びに建築物の構造及び設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、

建築物等及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的

な整備を推進するための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移

動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増

進に資することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

一 高齢者、障害者等 高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制

限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者をいう。 

二 移動等円滑化 高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減す

ることにより、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上することをい

う。 

(略) 

十六 特定建築物 学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事

務所、共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はそ

の部分をいい、これらに附属する建築物特定施設を含むものとする。 

十七 特別特定建築物 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等

が利用する特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定める

ものをいう。 

十八 建築物特定施設 出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内の通路、駐

車場その他の建築物又はその敷地に設けられる施設で政令で定めるものをいう。 

 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例 (建築物バリアフリー条例) 

（制限の緩和）  

第 14 条 第３条から第 12 条までの規定は、知事がこれらの規定によることなく高齢者、

障害者等若しくは多数の者が建築物特定施設を円滑に利用できると認める場合又は建築

物若しくはその敷地の形態上やむを得ないと認める場合は、適用しないことができる。 

CO119368
長方形


